
茨城県子宮頸がん検診実施指針 
 
第１ 目的 

子宮頸がんは、早期に発見すればほとんど治癒することから、早期発見が特に重要となる。 

  子宮頸がん検診は、子宮頸部に発生するがんに対して、十分な精度が確保された検診を実施す

ることにより、子宮頸がんを早期に発見し、早期の治療に結びつけることを目的とする。 
 
第２ 実施主体 

  市町村 
 
第３ 対象者 

当該市町村の区域内に居住する２０歳以上の女性とする。 

また、医療保険各法の保険者及び事業者が行う検診を受けた以外の者とする。 
なお、がん検診は、医療保険各法の保険者及び事業者が行う検診として、必ずしも実施するこ

とを義務づけられていないので、対象者の把握について十分留意されたいこと。 
 
第４ 実施回数 

  検診は、原則として同一人に対して年１回行う。 
 
第５ 検診実施機関及び検査実施機関の選定 

  市町村が、検診及び検査業務を委託するにあたっては、精度管理や検診及び検査能力等につい 
て調査検討し、一定水準に達していると認めたものを検診実施機関及び検査実施機関として選定 
する。 

 
第６ 検診にあたっての基本的事項 

１ 検診体制の整備 
県は、検診実施機関、検査実施機関及び精密検査医療機関の確保、検診車整備の助成等、全 

県的な検診体制の整備を図る。 
２ 検診実施機関及び検査実施機関への指導 

県は、細胞診の検査業務を含めた検診精度の維持向上と効率的な検診実施の指導を行う。 
３ 市町村への指導及び連絡調整 

   保健所は、保健所保健事業連絡協議会において市町村の検診計画、関係団体の協力の確保、 
保健所の協力援助等について協議し、検診実施の指導及び連絡調整を行う。 

 ４ 市町村の責務 
   がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検討できるよう、

検診の実施にあたっては、対象者に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、

不利益の説明をするときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよう、伝え方に 
留意すること。 

５ 検診実施機関の責務 
検診実施機関は、検診の精度管理に努めるとともに、市町村及び地区医師会と十分な連絡調

整を行い、検診実施の円滑化を図る。 
６ 検査実施機関の責務 

検査実施機関は、細胞診の検査の精度管理に努めるとともに、検診実施機関との十分な連 
携のもとに、検査結果報告の迅速化を図る。 

 
第７ 検診の計画 

１ 検診計画の策定 
 市町村は、保健所との密接な連携のもとに、健康づくり推進協議会等において、効果的な検 
診の方策を協議し、積極的な検診計画を策定する。 

なお、対象者の把握に際しては、次の事項に留意する。 
（１）検診の効果を上げるためには、受診者の増加を図る。 
（２）受診者が固定化する傾向を防止し、検診の効率を向上させる。 
（３）子宮頸がん対策上重要な年齢層の受診促進を図る。 



 ２ 検診実施の周知徹底 
市町村は、検診を実施するにあたっては、地域住民に対し広報、個別検診通知等により、 

検診の意義、実施の日時、場所、検診方法等の周知徹底を図る。 
 

第８ 検診の実施 
 １ 検診の実施方法 

子宮頸がん検診の実施形態は、市町村が検診機関へ委託して実施する集団検診及び医療機関

を利用して行う医療機関検診とする。 
（１）集団検診 

   ア 検診担当医師の確保 
     集団検診機関は、検診業務を委託しようとする市町村に係わる地区医師会及び当該地区

の検診担当医師の協力を得る。なお、当該地区における検診担当医師の確保が困難な場合

を考慮し、自ら検診担当医師を確保しておくことが望ましい。 
      イ 検診班の編成 

  検診班は、市町村及び集団検診機関の職員をもって編成し、検診人員は、医師一人当た

り（検診車一台当たり）おおむね９０人とする。 
ウ 検診の受付 

 市町村は、「子宮頸がん検診等受診者連名簿」（様式第１号）に受診者の氏名及び住所

を記載することにより検診の受付を行う。 
（２）医療機関検診 

ア 「茨城県子宮頸がん検診実施機関及び精密検査医療機関等の登録に関する基準」により

登録した医療機関（以下「登録検診機関（医療機関）」という。）が検診を行う場合は、市

町村、登録検診機関（医療機関）の代表としての県医師会及び「茨城県子宮頸がん検診実

施機関及び精密検査医療機関等の登録に関する基準」により登録した細胞診の判定を行う

専門的検査実施機関（以下「登録検査機関」という。）の三者が、子宮頸がん医療機関検

診業務に関する契約を締結し次表の業務を分担して行う。 
医療機関検診業務分担表 

機 関 名 業務内容 

市 町 村 
検診計画の策定、地区医師会との協議、検診の周知徹底、

受診券の発行と費用徴収、登録検診機関（医療機関）へ

の検診料の支払い、登録検査機関への検査料の支払い 

茨城県医師会（登録検診機

関（医療機関）） 
登録検診機関（医療機関）による検診実施、登録検査機

関への検診結果報告書及び検体の送付、受託料の請求 

登録検査機関 細胞診の判定、検診結果等の集約、市町村への検診結果

報告、検査料の請求 
 

イ 登録検診機関（医療機関）は、市町村が発行する「子宮頸がん医療機関検診受診券（例）」

（様式第２号）に基づいて検診を行い、その結果（細胞診を除く）を「子宮頸がん検診票

兼検診結果報告書」（様式第３号）に記載し、採取した検体とともに検査実施機関へ送付

する。 
ウ 検査実施機関は、送付された「子宮頸がん検診票兼検診結果報告書」（様式第３号）に

基づき細胞診の判定を行い、「子宮頸がん検診等受診者連名簿」（様式第１号）を作成する。 
２ 検診の項目 

検診項目は問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じてコルポスコープ検査 
を行う。 

なお、医療機関検診においては、問診等の結果、次の子宮体がん検診の対象者となった者に 
対し、十分な安全管理の下で多様な検査を実施することができる医療機関への受診勧奨または

子宮体部の細胞診（子宮内膜細胞診）を行う。 
・子宮体がん検診対象者 

    最近６ヶ月以内に不正性器出血を訴えたことがある者で 
     ①年令５０歳以上の者 



     ②年令３５歳以上の未妊婦で月経不規則の者 
     ③閉経以後の者 

のいずれかに該当する者とする。なお、この条件に該当しない場合であっても、子宮腫大

その他の理由により医師が必要と認める場合には対象者とする。 
（１）問診 

問診は、集団検診にあっては「子宮頸がん検診集団検診票（例）」（様式第４号）を、医

療機関検診にあっては「子宮頸がん検診票兼検診結果報告書」（様式第３号）により医師・

保健師等が妊娠及び分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診

状況等を聴取する。なお、不正性器出血等とは、いわゆる不正出血、閉経後出血、不規則

月経、下着に付着したしみ程度の赤色斑点（スポッティング）、一時的な少量の出血、褐

色帯下等、出血に起因する全ての状態を含むので、問診の際には、このような状態を正し

く把握するよう留意する。 
問診の結果、最近６月以内に、不正性器出血（一過性の少量の出血、閉経後出血等）、

月経異常（過多月経、不規則月経等）及び褐色帯下のいずれかの症状を有していたことが

判明した者に対しては、子宮体がんの有症状者である疑いがあることから、第一選択とし

て、十分な安全管理の下で多様な検査を実施することができる医療機関への受診を勧奨す

るものとする。ただし、引き続き子宮体部の細胞診（子宮内膜細胞診）を実施することに

ついて本人が同意する場合には、子宮頸がん検診と併せて引き続き子宮体部の細胞診を行

うものとする。 
（２）視診 

視診は、腟鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。 
（３）子宮頸部の細胞診（細胞の採取） 

子宮頸部の細胞診については、子宮頸管及び腟部表面からブラシ型採取器具で検体を採

取し、原則として液状検体法によって処理(固定等)し、パパニコロウ染色等を行い顕微鏡

下で観察する。ただし、妊婦を対象とした場合は、この限りではない。 
なお、子宮体部の細胞診については、吸引法又は擦過法によって子宮内膜の検体を採取

し、迅速に固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。対象者は主として

更年期又は更年期以後の婦人であることから、子宮頸管が狭くなっていること等を考慮し

吸引法又は擦過法の両器具を準備しておくことが望ましい。 
（４）内診 

双合診を実施する。 
但し、検診車では実施できない場合があるので医療機関検診を推奨する。 

３ 子宮頸部の細胞診の実施 
 （１）検査実施機関 

採取した検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有する専門的 
検査機関において行う。 

この場合において、医師及び臨床検査技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞

診専門医及び細胞検査士とする。 
 （２）結果判定  

別表「細胞診クラス分類」のベセスダシステムによって分類し、精密検査の必要性の有無 
を決定する。 

なお、子宮体部については、「陰性」、「疑陽性」及び「陽性」に区分する。 
（３）検体の保存 

    判定後の検体は、検査実施機関において少なくとも５年間保存すること。 
 ４ 検診結果の判定及び指導区分 

（１）検診結果の判定 
子宮頸部の検診結果については、「要精密検査」、「異常認めず」、「標本不適正」に区分し、

精密検査の必要はないが、臨床症状、細胞診等により治療等を必要と認める場合には「要指

導」とする。 
なお、子宮体部については、「要精密検査」、「精密検査不要」に区分し、細胞診の判定結

果が「疑陽性」及び「陽性」の者は「要精密検査」とし、「陰性」の者はその他の臨床症状

を勘案し精密検査受診の要否を決定する。また、子宮頸部と同様、精密検査の必要はないが、

臨床症状、細胞診等により治療等を必要と認める場合及び細胞数過少により判定ができなか



った場合には「要指導」とする。 
（２）検診結果の報告 

ア 検診結果は、集団検診においては集団検診機関が、医療機関検診においては検査実施

機関が、「子宮頸がん検診等受診者連名簿」（様式第１号）により市町村に報告する。  
イ 集団検診機関及び検査実施機関は、検診結果報告に際し、次により作成した、受診者

あて結果通知書を添付する。この場合、受診者が子宮体部の細胞診まで実施した場合で

あっても、検診結果通知書は一通とし、子宮頸部と子宮体部の検診結果が異なる場合に

は、調整し「要精密検査」又は「要指導」の様式を使用する。 
（ア）精密検査：「子宮頸がん検診等結果通知書兼精密検査結果通知書(秘)」（様式第５号） 
（イ）標本不適正、要指導：「子宮頸がん検診等結果通知書（例）」（様式第６号） 
（ウ）異常認めず及び精密検査不要：「子宮頸がん検診等結果通知書（例）」（様式第７号） 

（３）検診結果の通知 
市町村は、検診の結果について、精密検査の必要性の有無を付し、受診者に速やかに通知 

する。 
（４）検診の事後管理 

市町村は、検診結果に基づき次の指導を行う。 
ア 「要精密検査」と区分された者 

      要精密検査者に対しては、訪問指導等により精密検査の意義を周知させるとともに、

子宮頸がん等の診断と治療について十分な技術を持った医療機関での早期受診の勧奨

を行う。 
    イ 「要指導」と区分された者 

  要指導者に対しては、医療機関での診察・治療等を勧めるとともに、翌年度の検診受

診を勧める。 
    ウ 「標本不適正」と区分された者 

再度、検診受診を勧める。 
    エ 「異常認めず」及び「精密検査不要」と区分された者 

翌年度の検診受診を勧めるとともに、精検不要者については、日常生活において不正

性器出血等に注意するよう併せて指導する。 
５ HPV 併用検査の導入 

   細胞診に HPV 検査を併用した子宮頸がん検診の導入を検討していく。 
 
第９ 検診の精度管理 
  精度管理は、検診における技術を一定以上に保つと同時に、検診の効率、効果等を明らかに 

する上で重要である。 
 １ 市町村の役割 
（１）市町村は、精密検査における未受診者の解消を図る。 
（２）検診記録の整備 

市町村は、検診実施機関等と連携を図り、健康管理台帳等により検診受診者の氏名、生年月

日、年齢、過去の検診受診状況、検診結果、精密検査受診の有無及び受診結果等の検診記録を

整備する。 
（３）発見患者の追跡調査 

検診により発見された患者については、その後の生存状況、死亡原因等について長期追跡 
を行い、検診事業の評価に資すること。 

 ２ 県の役割 
（１）茨城県生活習慣病検診管理指導協議会子宮がん部会（以下「子宮がん部会」という。）の

設置及び運営 
県は、子宮頸がん等の動向を把握し、市町村、検診実施機関及び検査実施機関に対し、

検診の実施方法や精度管理のあり方等について、専門的な見地から適切な指導を行うため、

子宮がん部会を設置及び運営するものとする。 
   ア 子宮がん部会の構成 

子宮がん部会は、学識経験者、県医師会代表、県産婦人科医会代表、保健所長等子宮頸

がん検診等にかかわる専門家により、１０名以内の委員で構成する。なお、部会が必要と



認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
イ 子宮がん部会の運営 

（ア）市町村において実施した子宮頸がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、子宮頸

がん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における実施方法

等について検討する。 
（イ）検診実施機関及び検査実施機関における精度管理体制を評価し、今後における精度 

管理について検討する。 
（２）子宮がん検診従事者講習会の開催 

県は、検診に従事する者の資質の向上を図るため、子宮がん検診従事者講習会を開催する。 
 （３）精密検査結果の収集 

県は、検診の効率や効果の評価資料となる精密検査データを集約するため、次の事項を行

う。 
 ア 子宮頸がん検診等精密検査追跡調査 

県医師会及び精密検査医療機関の協力のもとに、市町村と連携し「子宮頸がん検診等

結果通知書兼精密検査結果通知書(秘)」（様式第５号）により精密検査結果を収集する。 
 イ 子宮頸がん検診等要精密検査者の登録管理 

集団検診機関及び検査実施機関に対し「子宮頸がん検診等要精密検査者通知書」（様

式第８号）により精密検査者の報告を求め、これをデータ集約機関において登録し、精

密検査者追跡調査データと合わせることにより検診精度の分析評価、精密検査未受診者

の把握及びその受診勧奨に活用する。 
３ 検診実施機関の精度管理 
（１）検診従事者の資質の向上 

検診精度の向上を図るため、検診従事者を、子宮がん部会が指定する研修会へ積極的に

参加させ、資質の向上を図る。 

（２）検診記録の管理 

問診票等検診記録の管理に万全を期し、県や市町村の求めに応じ、検診の精度管理に必

要な資料等を提供する。 

 ４ 検査実施機関の精度管理 

（１）検査従事者の確保 

検査精度の向上を図るため、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士の確 

保に努める。 

（２）検査従事者の資質の向上 

細胞診専門医及び細胞検査士を、子宮がん部会が指定する研修会へ積極的に参加させ、

資質の向上に努める。 

（３）検査体制の整備等 

検査実施機関は、検査精度の維持管理のため、細胞診の検査実施体制の整備を図る。 

（４）検査記録の管理 

検体及び検査記録の管理に万全を期し、県、市町村及び検診実施機関の求めに応じ、検 

診の精度管理に必要な資料等を提供する。 

 

第１０ 事業評価 

    子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施することが不可欠であるこ

とから、市町村は、国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」（以下「チェッ

クリスト」という。）（市町村用）」を参考とするなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、

保健所、地区医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努め

るとともに、子宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づき、検診実施機関の選

定及び実施方法等の改善を行う。 

 また、検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診が円滑に実施されるよう、チ

ェックリスト（検診実施機関用）を参考とするなどして、細胞診等の精度管理に努める。 

さらに、県は、子宮がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を活用するとともに、チェッ

クリスト（都道府県用）を参考とするなどして、がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り

方等について専門的な見地から検討を行う。 

また、チェックリスト（市町村用）の結果を踏まえ、市町村に対する技術的支援及び検診実施機関に



対する指導を行う。 

なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、「がん検診事業のあり方に

ついて」（がん検診のあり方に関する検討会報告書（令和５年６月））に示されているが、報告書の見

直しが行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこととする。 

 

第１１ 事業の報告 

 １ 子宮頸がん検診等要精密検査者の報告 
（１） 集団検診機関は、当該月の検診結果に係る要精密検査者を、「子宮頸がん検診等要精密

検査者通知書」（様式第８号）により翌月の末日までに県保健医療部健康推進課長あて報

告する。 
（２） 検査実施機関は、検診実施機関より送付される「子宮頸がん検診票兼検診結果報告書」

（様式第３号）の当該月受理分に係る要精密検査者を「子宮頸がん検診等要精密検査者通

知書」（様式第８号）により翌月の末日までに県保健医療部健康推進課長あて報告する。 
２ 子宮頸がん検診等実施年報 

集団検診機関及び検査実施機関は、当該年度の検診実績を、「子宮頸がん検診等実施年報」（様

式第９号）により翌年度５月末日までに県保健医療部健康推進課長あて報告する。 
   なお、その後において、精密検査結果等を把握した場合は、９月末日をもって確定報告を 

するものとする。 
 
第１２ 秘密の保持 

  市町村、保健所、検診実施機関及び検査実施機関等関係者は、検診結果の取り扱いに細心の 
配慮をし、秘密の保持に万全を期さなければならない。 

 
   付 則 
 この要領は、平成元年４月１日から実施する。 
 
   付 則 
 この要領は、平成６年４月１日から実施する。  
 
   付 則 
 この指針は、平成１２年４月１日から実施する。 
 
   付 則 
 この指針は、平成１６年４月１日から実施する。 
 
   付 則 

 この指針は、平成１７年４月１日から実施する。 

 

   付 則 
 この指針は、平成１８年４月１日から実施する。 
 
   付 則 
 この指針は、平成２５年４月１日から実施する。 
 
   付 則 
この指針は、平成２６年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、平成２７年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、平成２９年４月１日から実施する。 
 



付 則 
この指針は、平成２９年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、平成３０年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、令和２年４月１日から実施する。 

 
付 則 

この指針は、令和３年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、令和４年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、令和５年４月１日から実施する。 
但し、改正後の「子宮頸がん検診等結果通知書兼精密検査結果通知書」（様式第５号）の運用に

ついては、令和６年４月１日から実施する。 
 

付 則 
この指針は、令和６年４月１日から実施する



 


